
空家対策委員会第二回勉強会

今後のご自宅をどうするのか考える売却？賃貸？それとも空家のままにしますか？

・賃貸借契約って？

・賃貸経営のメリットとデメリットてなに？

・日吉台の家賃相場ってどれくらい？

・質疑応答
　　　　　　　　　　　　　　　　時間がございましたら・・・

日吉台３丁目

　　　

石岡



賃貸を考えたならば、何よりも不動産会社にまかせるのが１番です。
ここでは、簡単な賃貸の知識としてご理解ください。

賃貸の契約形態は２種類に分類されます。

①普通借家契約
・契約期間の定めがある。（２年毎更新）
・借主が契約更新をすれば、半永久的に契約は継続する。

②定期借家契約
・原則更新は出来ない。
･期間が終了すれば、賃貸物件は貸主に戻ってくる。

普通借家契約の不動産会社の見解。
・事業性があり管理費用（管理委託費用）も確保しやすい
･更新手続きなどの管理もしやすい。（自動更新など）
・入居斡旋がしやすい。

普通借家契約の貸主のメリット・デメリット
･継続的な家賃収入
･持ち家（土地）を後継者へ残していける。
･不動産会社が全て管理してくれる可能性が高くリスク軽減できる。
･管理費（管理委託費用）が定期借家契約より安く済む。
※管理費用の目安は家賃の５％/毎月　　管理会社により管理内容などで違いはあります。
リスクは別紙参照

定期借家契約の不動産会社の見解
・終了通知などの管理が大変
※終了通知とは・・・契約終了日の６ヶ月～１年前までに借主から貸主に終了通知を書面で出す必要がある。
万が一借主が終了通知を忘れていたなどでそのまま居座られても文句が言えない。

･契約期間が２年前後と短く事業性が低い
･管理まではしないのが一般的。入居斡旋のみがほとんど
・定期借家契約の場合は、事前に定期借家契約である有無を説明しなければならない。

定期借家契約の貸主のメリット・デメリット
・一定期間の家賃収入
・契約終了後には、建物が返ってくる。
・普通借家契約と比較して家賃が低い（斡旋がしにくい為）

賃貸するも売るもメリット・デメリットはあります。今後、家をどうするのか？この機会に
ご家族と真剣に話し合って頂けたら幸いです。



別紙リスク
リクルートＳＵＵＭＯから抜粋





ではいざ賃貸経営をしてみるとどのような収入と出費があるのでしょうか？

●現在では、敷金よりも定額クリーニング費が主流となりつつあります。
契約時に先に、退去時費用として一定金額を頂戴し、退去後はお金は入居者からはもらわない。
※入居者の故意・過失により損傷箇所がある場合は、別途支払う場合もあります。
クリーニング費以上に現状回復費用がかかった場合は、家主負担となる。





●不動産会社へ一時的に支払いされる広告料
不動産会社（賃貸）は、物件の募集にあたりインターネットへの掲載や広告など
その物件の斡旋をするために広告費用を使用されます。
その為、入居者が決まり契約が完了した場合には、貸主から不動産会社へ広告料（家賃１ヶ月）の
支払いがされるのが、一般です。



今後、不動産などでお困りでございましたら、お気軽にご相談ください。
売却・賃貸・空家管理等、相談は受けさせて頂きます。
売りたくもない貸したくもないでも、空家で放っておけないそんな時もご相談ください。






















